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第２節 ２１世紀を迎えた海難審判行政の基本的な方向

21世紀を迎えた本年１月６日我が国では、行政改革の一環として中央省庁等の再編がなされ、

海難審判庁は新たに発足した「国土交通省」の外局としてその一歩を歩みだした。

さらに、政治、財政、経済構造、司法など社会のさまざまな分野においても、従来のシステ

ムが見直され諸改革が進められているところである。

海難審判庁においても、海員懲戒法施行から現在まで104年間にわたる海難の再発防止への

寄与を踏まえつつ、新しい時代に適合し、これを先取りする改革を積極果敢に進めていく必要

がある。

我が国の海難審判制度は、第二次世界大戦後、日本国憲法の公布とともに海員懲戒主義から

改められた海難原因探究主義の下に、一貫した事故調査が行われてきた。しかしながら、社会

的に影響の大きい海難事件は、依然として跡を絶たず、その処理のため海難調査及び審判期間

が長期化するなど、多くの問題点も山積しており、また、世界に目を転じてみても、国際海事

機関(IMO)において海難の国際協力の推進を図る決議が採択されるなど、国内問題のほか国際

的な動向を踏まえて海難審判行政を推進していくことが必要となってきている。

そこで、海難審判庁では、このような認識に立って、21世紀を迎えるに当たり、海上交通の

安全確保への寄与を基本とする海難審判行政のあり方について検討を行い、その検討結果を踏

まえ、本年１月、高等海難審判庁において、全国８か所の地方海難審判庁及び地方海難審判理

事所幹部職員が出席して「庁長、所長等会議」を開催し、21世紀の海難審判庁のあり方につい

て、当面の重点改革事項として「調査・審判の迅速処理による海難の早期原因究明」、「IT

（情報技術）活用による業務の効率化」、「海難調査の分析、広報の充実・強化」の三点を推

進していくことになった。

何 の た め に や る
の か ？

ど の よ う に 役 立 っ
て い る の か ？

効 率 的 な 行 政 か ？

当 面 の 重 点 改 革 事 項

○ 海 難 調 査 の 分 析 、 広 報 の 充 実 ・強 化

○ ＩＴ（情 報 技 術 ）活 用 に よ る 業 務 の 効 率 化

○ 調 査 ・審 判 の 迅 速 処 理

よ り 良 い 海 難 審 判 行 政 を 求 め て ! !
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１ 当面の重点改革事項

（１）調査・審判の迅速処理による海難の早期原因究明

我が国の海上交通をとりまく環境は、めざましい技術革新の進展による船舶の構造及び運

航形態の変化、さらに、外国籍船の通航の増加、海洋レジャー船の普及などにより大きく変

化し、これに伴い海難の態様も多様化、複雑化してきている。このような状況の中、海難審

判庁は、海難の早期原因究明を目標とし、特に主要な海難について早期調査の着手や審判の

集中審理などを図ってきたが、全事件についてみると平成12年では、海難発生から裁決まで

の期間が平均20.0月となっており、必ずしも国民の期待に沿った処理がなされていない現状

となっている。

海難調査及び審判期間の長期化は、時間の経過に伴い事故原因の究明が難しくなること、

長期間事故に拘束することで関係者の負担が増加すること、事故への関心が薄れ再発防止効

果が低下すること、ひいては海難審判行政への信頼を損なう要因となる。

このため、調査及び海難審判について適正で慎重な手続きを損なうことのないよう十分に

配慮しつつ、迅速化を図っていく必要がある。

調査・審判の迅速処理を目指して、ITの有効活用、迅速化を推進する業務改革、海難の早

期認知方策の検討、早期調査開始、機動性の強化、組織的な調査体制の確立、早期開廷体制

の確立、未済事件の早期処理などの具体的な施策を推進中である。

・ＩＴの活用（データベースの構築、調査・審判のための
ソフトウエア開発）

・迅速化を推進する業務改革

共通

・早期事故認知方策の検討
・早期調査開始、機動性の強化
・組織的な調査体制の確立

調査

・早期開廷体制の確立
・未済事件の早期処理

審判

8.0 4.0

11.7 8.3

0.0 6.0 12.0 18.0 24.0

短縮

現状

調査期間 審判期間

調査・審判の迅速処理

・時間の経過に伴い事故原因の究明が難しくなる
・長期間事故に拘束することで、関係者の負担が増加する
・事故への関心が薄れ、再発防止効果が低下する
・海難審判行政への信頼を損なう

現状

具体的施策
20.0
月

12.0
月

(目標）

月
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（２）ＩＴ（情報技術）活用による業務の効率化

我が国は、国家的政策としてITの活用においては世界最先端の水準を目指しており、海難

審判庁においては、平成13年４月国土交通省ネットワークシステムの導入が実現し、パーソ

ナルコンピューターの全職員一人１台体制となるなどIT活用のインフラ整備が図られている。

海難審判庁は、このような状況を踏まえ、行政改革の基本理念により、事業の運営につい

て簡素かつ効率化することや、調査・審判業務について、高度化、近代化、効率化するため

に、ITの積極的な活用を推進していくこととしている。

ITの活用の具体策としては、最新の科学技術を取り入れるなどの高度化された海難原因究

明のためのシステム導入、例えば衝突時の航跡を再現するシステム、各種船舶の復原性、旋

回圏の計算ソフト、電子海図ソフトを利用した調査・審判手法などの開発を目指している。

そのほか、最新の海難原因分析手法・技術の研究及び導入、定常的事務作業のシステム化、

国民一般も利用できるようなデータベースの構築や情報の提供などがあげられる。

I T （情報技術） の活用

インフラ整備
   国土交通省ネットワーク化

定常的事務作業のシステム化

　調査・審判業務を効率化するためのシステム
導入（航跡再現、復原性計算ソフトなど）

衝突シミュレーション

最新の分析手法、技術の導入

データベースの構築

電子海図の導入
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（３）海難調査の分析、広報の充実・強化

国土交通省は、本年１月発足に当たり、「使命」、「目標」、「政策課題及び仕事の進め

方」を策定し、国土交通行政の新たな展開に向けた取り組みを始めた。そのなかで目標の一

つとして「安全の確保」を掲げており、安全な日本を形成して国民の安心を確保することの

重要性を訴えている。

海難審判庁の役割は、いうまでもなく審判により海難の原因を明らかにし、もってその発

生の防止に寄与することであり、海上交通の安全確保の一翼を担っているところである。

海難審判庁においては、国土交通省の安全確保についての諸政策に注目しつつ、新たな海

難の調査手法や海難原因の分析手法などを研究開発とともに、社会のニーズに応える質の高

い海難防止施策に資するデータを、関係行政機関及び関係海事団体はもとより広く国民に対

し、適時適切に提供していくことが必要である。

そのため、その時々に応じた海難事象をテーマに選び、海難原因や背景となった要因など

を有効な手法を駆使して分析を行い、その調査分析、結果を年３回以上報告書にまとめて公

表する。

また、地方海難審判庁及び高等海難審判庁が言い渡した裁決及び各種統計データを海難審

判庁ホームページに掲載するとともに、主要な海難事件の調査、審判など各段階の進捗状況

について速報性時代に対応して、迅速に広報を行うこととする。

海難調査の分析、広報の充実・強化

基本理念
　海難審判の結果を再発防止に役立てる

海難原因の分析
（深度化・多角化）

主要な事件の広報
（速報性の重視）

裁決書の公表 各種統計データ

海難審判情報として提供

ホームページ 印刷物（海難分析集等）テレビ・新聞 海事関係団体等
の広報誌
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２ 重点改革事項の実現に向けて

海難審判庁が、21世紀初頭に目指すべきこととして、当面「三つの重点改革事項」の行政展

開を図るが、これは国土交通省の目標である「安全の確保」を実現するための第一歩であり、

今後とどまることのない海上交通をめぐる国際的、国内的諸情勢の変化などに応じ、積極果敢

に不断の改革を実施していくなど、海事関係者はもとより国民のニーズに応える効率・効果的

で質の高い海難審判行政を推進していくこととしている。

21世紀の海難審判のあり方
―国民に信頼される海難審判―

海難発生

海難の減少

海難の再発防止

・ 処理期間の短縮
・ メリハリの効いた調査・審判

調査

審判

・海技従事者、国民一般
・受審人、指定海難関係人
・海事関係団体、関係官庁

裁決

ITの活用
　効率化
　高度化

積極的な提供

広報の充実
分析の深度化
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